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 1. 弁護側は、社会的相当性説をとっているが、社会的相当性という文言のみでは、どの

ような場合に正当防衛が否定されるのか不明確ではないか。社会的相当性とはどのように5 

判断するのか。 

２. 社会的相当性説は、社会的相当性という一般的抽象的な概念を問題処理の基準として

安易に用いることになり、妥当では無いのではないか。 
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